
吹田市本庁舎整備検討報告書 

平成３０年（２０１８年）２月 

１ 経過 

本庁舎の低層棟は竣工から 50 年以上が経過し、バリアフリー化に十分対応できて

いないことや、全体としても狭隘化といった課題などがあり、また、低層棟の床が傾

斜しているという問題が発生したことから、早急に低層棟のあり方を見定めるととも

に、本庁舎の整備を行う場合に確保すべき床面積の検討と、少なくとも必要となる概

算費用を算出するために本庁舎整備検討を行い、検討経過を取りまとめました。 

今後、基本構想等を検討する際は、庁舎に必要な機能や利便性等も加味し、また、

他の施設との複合化や集約化の観点なども含め、市民や議会の御意見をお聞きしなが

ら検討を進めてまいります。 

 

２ 本庁舎の現状 

 施設名 敷地面積 延床面積 竣工年月 築年数 耐震化対応 

市
役
所
本
庁
舎 

低 層 棟 

16,742.96 ㎡ 

6,956.63 ㎡ S 3 9 . 3 53 年 耐震化済 

中 層 棟 8,843.00 ㎡ S 6 3 . 4 29 年 新耐震設計施設 

高 層 棟 8,181.57 ㎡ S 4 7 . 1 2 45 年 耐震性能有 

仮 設 棟 392.59 ㎡ H 1 1 . 9 18 年 新耐震設計施設 

車庫・倉庫棟 1,329.29 ㎡ S 6 1 . 1 2 31 年 新耐震設計施設 

計 25,703.08 ㎡  

そ の 他 647.31 ㎡  

職 員 会 館 1,553.31 ㎡ S 4 8 . 5 44 年 耐震化未実施 

合 計 16,742.96 ㎡ 27,903.70 ㎡  

 

３ 庁舎の必要面積及び建設費用の試算 

(1) 庁舎の必要面積の試算値について、先行自治体の手法なども参考に、総務省「地

方債同意等基準（平成 22 年度）」及び国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」

にて検討し、約 31,000 ㎡を庁舎の必要面積の目安とします。 

(2) 先行自治体の建替等の工事単価を参考に、試算しました。 

31,000 ㎡×約 50 万円/㎡＝約 155 億円 ※ 駐車場建設費、設計費、引っ越し費用等は含みません。 

 

４ 庁舎建設（建替）に係る整備期間 

先行自治体を参考に基本構想から建設工事までの期間は約 10 年かかります。 

基本構想 基本計画 基本設計 実施設計 建設工事 

２年～３年 ３年 ３年～４年 



５ 庁舎整備検討時期 

庁舎の建替を実施している自治体の多くは、①耐震性能が低い、②合併特例債

が活用できる、③（合併等により）庁舎が分散している等の理由で建替を行って

います。 

本市においては、上記理由がなく、また④先行する建設事業があること、⑤東

京オリンピック等による建設費用の上昇、⑥「公共施設等整備基金」に建設費の

4 分の 1 ほどの積立が必要等のことから早急な建替は困難であると考えます。 

 

６ 今後の方向性 

本市においては、北大阪健康医療都市のまちづくり関連事業などの多額の普通

建設事業が見込まれており、また、第 13 駐車場跡地における北部消防庁舎等複

合施設の建設が喫緊の課題となっていることから、本庁舎建替の検討は上記北部

消防庁舎等複合施設の建設以降にすべきと考えます。 

そこで、庁舎のライフサイクルについても考慮すると、本格的な建替について

の検討は約 10 年後から開始するものとし、新庁舎の完成目標を約 20 年後と想定

しました。 

なお、建設候補地については、現時点での実現可能性等から考えて、現在地で

の建替にて仮定しましたが、本格的な検討は約 10 年後の基本構想検討時期にあ

らためて検討すべきと考えます。 

(1) 庁舎の長寿命化 

   本庁舎においては、エレベーターや多目的トイレの設置により庁舎の機能向上

を図るとともに、中長期保全計画のもと計画的な維持保全を図るべきと考えます。 

(2) 基金の積立 

   建設費の 4 分の 1 ほどの積立が必要なことから、庁舎建設に向けての基金の計

画的な積立を行うべきと考えます。 

 

今後のスケジュール(案) 

 
新
庁
舎
完
成
目
標

基本構想
基本計画

建設工事基本設計
実施設計

中長期保全計画に基づく維持保全

基 金 積 立

10年間

更新・修繕及び機能向上

10年間

建替時期を見据えた更新・修繕

 


